
倉敷市は、従業員のため、コロナ禍に対応した働きやすい職場づくりを推進
する事業主を応援します！

コース名 施設整備コース 勤務制度改善コース

補助対象事業
職場での感染防止に

効果のある施設整備工事
コロナ禍に対応した

勤務制度の導入

事業例

○密の回避
　・共同利用施設（トイレ・更衣室・事務所・
　　休憩室・社員寮等）の増設・拡張

○勤務の分散
　・サテライトオフィス（市内に限る）の設置

○換気
　・換気扇の設置・換気機能付エアコンの設置

○非接触化
　・自動ドアの設置・手洗いの非接触化

○勤務の分散
　・在宅勤務制度（テレワーク等）
　・時差勤務制度
　・フレックスタイム制
　・交代制

○従業員の生活の安定
　・コロナ感染特別休暇
　・ワクチン休暇制度
　・コロナ休園・休校休暇制度

補助上限額 ２００万円 ２０万円

補助率 ２／３

補助対象経費 工　事　費 就業規則作成費

申請期限 令和4年10月31日（月）必着

詳細については、申請の手引きをご確認ください。
市内業者に発注した事業のみが対象となります。
補助金の交付決定以降に開始し、令和５年２月２８日までに完了する事業が対象
となります。

新型コロナウイルス感染症対策

最大 最大



□　倉敷市内に主たる事業所を有する中小企業者等であること

 ※個人事業主を含む

□　「新型コロナウイルス対策取組宣言」を行っていること

□　雇用保険適用事業主であること

　　※管轄のハローワークに雇用保険適用事業所設置届を提出していること

　　※従業員が同居の方のみの場合は対象事業者から除く

□　市税の滞納がないこと

□　同一内容で他の機関の公的補助を受けていない（今後も受けない）こと

□　代表者又は役員等が、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と

　　社会的に非難されるべき関係を有する者に該当する者でないこと

　申請手続きや制度の詳細は「申請の手引き」をご覧ください。

　各種様式は倉敷市ＨＰからダウンロードしてください。

【申請先・お問合せ先】
　〒710-8565　倉敷市西中新田６４０番地
　倉敷市労働政策課（本庁２階７番窓口）
　TEL　086-426-3415　
　受付時間:平日8時30分から17時15分まで
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　　   ⓵交付申請　令和４年１０月３１日（月）必着

　　　　　➡④実績報告　令和５年２月２８日（火）必着

    ⑥請求書提出　令和５年３月１５日（水）必着

         ②交付決定

         ⑤補助金額の確定 

          ⑦補助金の支払

不備がなければ概ね２週間

不備がなければ概ね１週間

不備がなければ概ね２週間

 ③事業の実施　※交付決定後に実施すること


